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茨城県央環境衛生組合監査委員条例 

令和６年４月１日 

条例第３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２０２条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定期監査） 

第２条 法第１９９条第４項の規定による監査は、毎年９月に行う。 

２ 監査委員は、前項の監査を行うときは、その期日の７日前までに監査の対象とな

る機関に通知するものとする。 

（臨時監査等の期日の通知） 

第３条 監査委員は、法第１９９条第２項、第４項、第５項若しくは第７項又は第２

３５条の２第２項の規定による監査にあってはその期日の７日前までに、法第１９

９条第４項の規定による監査にあっては監査の対象となる機関に、法第１９９条第

６項及び第２３５条の２第２項の規定による監査にあっては監査の対象となるもの

及び関係機関に通知するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、

この限りでない。 

（請求又は要求に基づく監査） 

第４条 監査委員は、法第９８条第２項、第１９９条第６項及び第７項並びに第２３

５条の２第２項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行う

ときは、当該請求又は要求があった日から３０日以内に監査を行わなければならな

い。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。 

（現金出納の検査） 

第５条 法第２３５条の２第１項の規定による現金出納の検査は、毎月１０日に行う。

ただし、その日が休日若しくは日曜日に当たるとき又は特別の事由があるときは、

この限りでない。 

（決算書類等の検査） 

第６条 監査委員は、法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定による決算及

び証書類等並びに基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、６０日以内

に意見書を管理者に提出しなければならない。 

（職員の賠償責任の監査等） 



２ 

第７条 監査委員は、法第２４３条の２の８第３項及び第８項の規定により管理者か

ら監査又は意見を求められたときは、２０日以内に監査結果報告書又は意見書を提

出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでな

い。 

（報告、公表等） 

第８条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は

通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。 

２ 前項の公表その他法令に定める告示は、管理者の告示例によって行うものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


